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 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 費 補 助 金 （ い じ め 対 策 ・ 不 登 校 支 援 等 総 合

推 進 事 業 ） 交 付 要 綱 第 ２ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル

ワ ー カ ー 活 用 事 業 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 を 、 本 実 施 要 領 で 定 め

る も の と す る 。  

 

 

１  事 業 の 趣 旨  

  い じ め 、 不 登 校 、 暴 力 行 為 、 児 童 虐 待 な ど 生 徒 指 導 上 の 課 題

に 対 応 す る た め 、 社 会 福 祉 等 の 専 門 的 な 知 識 ・ 技 術 を 用 い て 、

児 童 生 徒 の 置 か れ た 様 々 な 環 境 に 働 き 掛 け て 支 援 を 行 う 、 ス ク

ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー を 教 育 委 員 会 ・ 学 校 等 に 配 置 し 、 教 育

相 談 体 制 を 整 備 す る 。  

 

２  実 施 主 体  

  本 事 業 の 実 施 主 体 は 、 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 と す る 。

ま た 、 間 接 補 助 事 業 と し て 行 う 場 合 は 、 市 区 町 村 （ 市 町 村 の 組

合 及 び 広 域 連 合 等 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。  

 

３  ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 選 考  

  社 会 福 祉 士 や 精 神 保 健 福 祉 士 等 の 福 祉 に 関 す る 専 門 的 な 資 格 を

有 す る 者 か ら 、 実 施 主 体 が 選 考 し 、 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー

と し て 認 め た 者 と す る 。  

  た だ し 、 地 域 や 学 校 の 実 情 に 応 じ て 、 福 祉 や 教 育 の 分 野 に お い

て 、 専 門 的 な 知 識 ・ 技 術 を 有 す る 者 又 は 活 動 経 験 の 実 績 等 が あ る

者 で あ っ て 、 次 の 職 務 内 容 を 適 切 に 遂 行 で き る 者 の う ち か ら 、 実

施 主 体 が 選 考 し 、 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー と し て 認 め た 者 も

可 と す る 。  

  ①  問 題 を 抱 え る 児 童 生 徒 が 置 か れ た 環 境 へ の 働 き 掛 け  



  ②  関 係 機 関 等 と の ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 、 連 携 ・ 調 整  

  ③  学 校 内 に お け る チ ー ム 体 制 の 構 築 、 支 援  

  ④  保 護 者 、 教 職 員 等 に 対 す る 支 援 ・ 相 談 ・ 情 報 提 供  

  ⑤  教 職 員 等 へ の 研 修 活 動  

 

４  事 業 の 内 容  

  本 事 業 は 、 次 の 内 容 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

 ( 1 )   ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 配 置  

   ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー を 教 育 委 員 会 ・ 学 校 等 に 配 置 し 、

問 題 を 抱 え る 児 童 生 徒 が 置 か れ た 環 境 へ の 働 き 掛 け 、 関 係 機 関

等 と の ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 、 連 携 ・ 調 整 、 学 校 内 に お け る チ ー

ム 体 制 の 構 築 、 支 援 、 保 護 者 ・ 教 職 員 等 に 対 す る 支 援 ・ 相 談 ・

情 報 提 供 、 教 職 員 等 へ の 研 修 活 動 を 実 施 す る 。  

 ( 2 )   ス ー パ ー バ イ ザ ー の 配 置  

   ス ー パ ー バ イ ザ ー を 教 育 委 員 会 ・ 学 校 等 に 配 置 し 、 ス ク ー ル

ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー に 対 し 、 適 切 な 指 導 ・ 援 助 を 実 施 す る 。  

 ( 3 )   研 修 ・ 連 絡 協 議 会 の 開 催  

   ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 専 門 性 を 向 上 さ せ る た め の 研

修 を 実 施 す る と と も に 、 本 事 業 を 効 果 的 か つ 円 滑 に 実 施 す る た

め 、 情 報 交 換 や 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 等 を 行 う 連 絡 協 議 会 を 開

催 す る 。  

 

５  事 業 計 画 書 の 提 出  

  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 は 、

文 部 科 学 省 が 指 定 す る 期 日 ま で に 事 業 計 画 書 を 提 出 す る も の と す

る 。  

 

６  事 業 報 告 書 の 提 出   

  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 は 、 文 部 科

学 省 が 指 定 す る 期 日 ま で に 、 事 業 報 告 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

 

７  費 用  

 ( 1 )  補 助 対 象 経 費  

   国 は 、 記 ２ か ら ４ ま で の 要 件 を 満 た す 次 の 事 業 に 対 し て 補 助

す る も の と す る 。  

①  都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 が 実 施 す る 事 業 （ そ の 全 部 又

は 一 部 を 委 託 し て 実 施 す る 場 合 も 含 む 。 ）  

②  市 町 村 が 実 施 す る 事 業 に 対 し て 、 都 道 府 県 が 補 助 す る 事 業  

 ( 2 )  補 助 対 象 経 費 の 取 扱 い  

   本 事 業 に 係 る 補 助 対 象 経 費 の 取 扱 い に つ い て は 、 以 下 の と お



り と す る 。 取 扱 い に 際 し て は 、 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 が

持 つ 他 の 経 費 と 紛 れ る こ と の な い よ う に す る こ と 。 ま た 、 委 託

又 は 補 助 を 受 け た 市 町 村 に お い て も 、 以 下 に 準 じ た 経 費 の 取 扱

い を す る こ と 。  

    

①  ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 及 び ス ー パ ー バ イ ザ ー の 配 置 経 費  

    ・ 報 酬 及 び 給 料 （ 常 勤 職 に 係 る 給 与 を 含 む ）  

    ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に

限 る 。 ）  

    ・ 交 通 費  

    ・ 保 険 料  

    ・ 謝 金  

    ・ 旅 費  

     ・ 委 託 費  

    ・ 補 助 金  

②  研 修 ・ 連 絡 協 議 会 に 係 る 経 費  

    ・ 謝 金 （ 講 師 、 指 導 助 言 、 会 議 出 席 、 原 稿 執 筆 等 の 謝 金 ）  

    ・ 旅 費 （ 講 師 、 会 議 出 席 等 の 旅 費 ）  

    ・ 消 耗 品 費  

    ・ 印 刷 製 本 費  

    ・ 通 信 運 搬 費  

    ・ 借 料 及 び 損 料  

    ・ 会 議 費  

    ・ 報 酬 及 び 給 料  

    ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に

限 る 。 ）  

    ・ 保 険 料  

    ・ 雑 役 務 費  

    ・ 委 託 費  

    ・ 補 助 金  

 

た だ し 、 期 末 手 当 の 補 助 対 象 は 、 週 当 た り １ ５ 時 間 ３ ０ 分 以 上 の

勤 務 実 績  が あ る 場 合 に 限 る た め 、 こ れ に 満 た な い 場 合 は 計 上 し な

い こ と 。  

 

８  第 三 者 へ の 委 託 を 行 う 際 の 留 意 事 項  

  業 務 の 全 て を 直 接 執 行 す る こ と が 困 難 な 場 合 、 そ の 全 部 又 は 一

部 を 第 三 者 に 委 託 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 三 者 に 委 託 す る

場 合 に あ っ て も 、 そ の 業 務 執 行 に 係 る 責 は 補 助 事 業 者 に 帰 す る も

の と す る 。  



 

９  そ の 他 留 意 事 項  

( 1 )  ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 配 置 に 当 た っ て は 、 各 自 治

体 が 実 施 す る 効 果 検 証 の 結 果 を 踏 ま え た 効 果 的 ・ 効 率 的 な 配

置 と す る こ と 。  

( 2 )  重 点 配 置 に 係 る 取 扱 い に つ い て は 、 文 部 科 学 省 か ら 別 に 示

す 趣 旨 ・ 目 的 に 沿 っ た 配 置 と す る こ と 。  

( 3 )  教 員 と ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー が 担 う べ き 職 務 を 明 確

化 す る こ と 。  

( 4 )  本 事 業 を 行 う に 当 た っ て は 、 そ の 他 の い じ め 対 策 ・ 不 登 校

支 援 等 総 合 推 進 事 業 と の 連 携 に 努 め る こ と と す る 。  

 


